
有限会社アーキテクトタイタン（以下「当社」という。）は、「TAITAN PHOTO SERVICE
（以下「本サービス」という。）の提供に関して、当社と利用者（第2条第１号において定義
される。）との間に適用される条件を明らかにするため、「「TAITAN PHOTO SERVICE」
サービス利用規約」（以下「本規約」という。）を定めます。

第１条（サービスの内容及び変更）

１ 本サービスは、商品の撮影サービスであり、その詳細については、本規約に定めるほか、
別途本サービスのウェブサイト等で定めるものとします。

２ 当社は、本サービスの内容を、利用者の事前の承諾なく変更することがあります。当社
は、変更後のサービス内容について、本サービスのウェブサイトへ掲載して告知し、利用
者は、以後、変更後のサービスの提供を受けることを承諾するものとします。

 
第２条（定義）

本規約で使用する語句の定義は以下の通りとします。
（１）「利用者」とは、本サービスを利用する（特に断りがない限り、本サービスの利用を申し

込むものも含む。）法人又は個人事業主又は個人をいいます。
（２）「商品」とは、本サービスにおける撮影の対象として、本規約の定めるところにより、利

用者が指定する物品をいいます。
 
第３条（利用契約の成立）

１ 本サービスの利用を希望する者は、本規約、本サービスに関して当社が指定する規則、
ガイドライン等（併せて「本規約等」という。）のすべてを自己の責任においてよく読んで
確認し、その内容につき承諾した上で、当社が別途定める必要事項を当社の定める方法
により当社に送信して、本サービスの利用申込みを行なうものとします。

２ 当社は、利用申込みを受けた場合において、申し込みを行った者（以下「申込者」とい
う。）に対して、ヒアリングシートを交付することがあります。申込者は、当社からヒアリン
グシートの交付を受けた場合は、速やかにヒアリングシートに必要事項を記入し当社に
対して返送するものとします。

３ 当社は、審査の結果、申込みを承諾する場合は、申込時に申込者が届け出た連絡先電子
メールアドレスに対し、その旨を通知します。利用者は、上記通知を受け取った後、速や
かに当社の指定する銀行口座に第９条の利用料金を振込送金する方法でこれを支払う
ものとします。

４ 当社は、第２項の審査の結果、本サービスの利用を認めない場合でも、その理由等につ
いて、開示する義務を負わないものとします。

５ 本規約等及びヒアリングシートの記載内容に従い、本サービスの利用に関する契約が、
当社が利用申し込みを承諾かつ当社が第２項の振込みを確認したときに、当社と申込者
との間に成立するものとします。

 
第４条（商品）

１ 商品は、三辺（縦・横・高さ）の合計が160センチ以下で、1商品あたりの重量が25キロ
以下のものに限ります。上記以外の商品の取扱いについては、当社が別途定めるところ
に従うものとします。なお、下記のものは商品として指定することができません。

（１）わいせつ、児童ポルノ、アダルトに属する物品
（２）違法な薬物、銃剣類、その他違法な物品
（３）発火剤、火薬、爆薬等の爆発物・発火物
（４）有毒物、劇薬、強酸性物質、強アルカリ性物質、放射性物質等
（５）病原体等
（６）その他、当社が適切ではないと判断した物品
２ 利用者は本サービス利用のために必要となる、商品その他の関連物に関する一切の権

利処理（著作権、商標権、タレント・人物等の肖像権・パブリシティ権、プライバシー権、
その他知的財産権の権利処理や所有権の取得等を含む。）を自己の責任と費用負担で、
申込み前までに行なうものとします。

３ 利用者の本サービス利用に関連して、当社に対し、前項に定める権利者、その他の第三
者から異議の申立て、クレーム、その他の請求がなされた場合、利用者はこれらの紛争
を自己の責任と費用負担で解決し、当社を免責、防御するものとします。

 
第５条（商品の発送）

１ 申込者は、当社より撮影指示書フォーマットを受け取った後、当社の撮影指示書等を提
出し、併せて、商品を別途当社が指定する場所に発送するものとします。商品の発送に
係る運送料その他の費用に関しては、利用者が負担するものとします。

２ 当社は、前項で定める当社の指定先に到着した時点での現状有姿のまま取り扱うものと
します。

３ 商品が到着するまでに商品に生じた破損、毀損、紛失その他の損害については、当社は
一切責任を負わないものとします。

 
第６条（写真の撮影、加工）

１ 当社は、前条の商品について、撮影を行ない、以下に定める仕様で写真データを作成し
ます。但し、ヒアリングシートにおいてこれと異なる仕様が指定されている場合は、協議
のうえ当該指定に従うものとします。

（１）写真データ
     フォーマット：デジタルデータ（JPEG形式）
     サイズ：（横）1000ピクセル×（縦）1000ピクセル
２ 当社は、前項の写真データを、電子メールへの添付、又は当社が別途定める方法で利用

者に納品するものとします。但し、利用者がCD-ROM等の記録媒体による方法等で納
品を希望する場合は、協議のうえ当該納品方法を決定するものとし、この作成、送付等
に要する費用は利用者が負担するものとします。

３ 利用者は納品された写真データを確認、検査し、その合否結果を納品日から当社の3営
業日以内に当社に通知するものとします。

４ 前項の検査結果が合格であれば、その旨の通知が当社に到達したときをもって納品完了
とし、不合格であれば、不備箇所及び納品期間等につき協議の上、当社は、一回に限り、

当社が別途定める方法で修補するものとします。但し、当社は商品の再撮影については
受け付けないものとします。

５ 当社は、第３項に定める期間内に利用者から何ら通知がなされないときは、検査に合格
し、納品が完了したものとみなします。

 
第７条（著作権等）

本サービスの利用により、当社が利用者に納品した写真データの所有権その他の権利は、
前条に定める納品完了時に利用者に移転するものとします。
 
第８条（商品の返送）

１ 当社は、納品物の納入完了後、商品を利用者が指定する場所に発送するものとします。
但し、商品の発送に係る運送料その他の費用に関しては、利用者が負担するものとしま
す。

２ 利用者の指定先に到着するまでに商品に生じた、破損、毀損、紛失その他の損害につい
ては、当社は一切責任を負わないものとします。

 
第９条（利用料金）

１ 本サービスの利用料金は、本サービスのウェブサイト等において定めます。
２ 当社は、理由の如何を問わず、一度受領した利用料金については、これを利用者に返金

しないものとします。
 
第10条（秘密保持）

当社及び利用者は、本サービスの利用に関して相手方から秘密である旨を明示した上で開
示された情報を、当該情報を開示した当事者の事前の承諾を得た場合を除いて、第三者に
対して開示又は提供してはならないものとし、かつ、本サービスの提供又は利用に必要とな
る場合を除いて、態様の如何を問わず利用してはならないものとします。
 
第11条（サービスの停止、解除等）

１ 当社は、利用者が以下の各号の何れかに該当したときは、通知・催告その他の手続きを
要することなく、直ちに、本サービスの提供停止、納品した写真等の使用の差止め、利用
契約の解除を行うことができるものとします。

（１）利用者が本規約等に違反し、又は違反するおそれがあるとき
（２）支払停止又は支払不能となったとき
（３）手形又は小切手が不渡りとなったとき
（４）差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき、又は、公租公課の滞納処分を受け

たとき
（５）破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
（６）信用状態に重大な不安が生じたとき
（７）監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
（８）解散、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
（９）暴力団、反政府組織、その他反社会的組織、及びその構成員若しくはそれら関係者と

なった場合、又はそれらの者と何らかの関係があることが明らかとなったとき
（１０）名称、住所、連絡先、身分等を偽っていることが明らかとなったとき
（１１）利用契約を履行することが困難となる事由が生じたとき
２ 当社は、前項に定める措置を講じたことに起因して、利用者に生じる損害について一切

の責任を負わないものとします。
３ 本条第１項による利用契約の解除は、当社の利用者に対する損害賠償請求を何ら妨げ

ないものとします。
 
第12条（損害賠償）

１ 当社は、本サービスの利用に関して、当社の故意又は重過失による場合を除いて、利用
者に発生した損害について一切責任を負わないものとします。

２ 前項にかかわらず、当社の故意又は重大な過失により利用者に損害が発生した場合は、
利用者から既に受領した利用料金のうち、損害が発生した利用契約の利用料金を上限
として、その損害を賠償するものとします。

３ 利用者が本サービスの利用に関して、当社に損害を与えたときはその損害を賠償するも
のとします。なお、その損害には、利用者と第三者との紛争に関し、当社が負担した費用

（その対応のために要した合理的な弁護士費用を含む）を含むものとします。
 
第13条（免責）

当社は以下の各号に定める事項のほか、本サービスの完全性、正確性、特定の目的への適
合性、商業利用の可能性、その他一切の事項について保証しないものとします。　

（１）納品物を含む、本サービスに関するデータの毀損、滅失
（２）本サービスの利用による売上の向上、販売数の増加
（３）不可抗力
 
第14条（専属的管轄裁判所）

本サービスの利用に関するすべての紛争については、訴額に応じて京都簡易裁判所または
京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
 
第15条（規約の変更）

１ 当社は、利用者の事前の承諾なく、本規約を変更することができるものとします。
２ 当社は、本サービスのウェブサイトへの掲載、その他当社が適当と認める方法により、　

前項の変更を利用者に告知するものとします。利用者が告知後に本サービスを利用した
場合は、当該変更に同意しているものとみなします。

 
（附則）
本規約は、平成30年6月1日から施行します。

利用規約 　商品お預かり撮影・商品撮影／回転撮影



有限会社アーキテクトタイタン（以下「当社」という。）は、「TAITAN PHOTO SERVICE
（以下「本サービス」という。）の提供に関して、当社と利用者（第１条第１号において定義
される。）との間に適用される条件を明らかにするため、「「TAITAN PHOTO SERVICE」
サービス利用規約」（以下「本規約」という。）を定めます。
 
第１条（定義）

本規約等（本条第３号において定義される。）における用語は、以下の各号に定める意義を
有するものとします。

（１）利用者
本規約等に同意し、当社と利用契約（第２号において定義される。）を締結した者

（２）利用契約
本規約等に基づいて利用者及び当社が締結する契約

（３）本規約等
本規約、当社が本サービスの提供に関して定める規則、ガイドライン、通知、告知及びウェ
ブサイトの内容
 
第２条（利用契約）

１ 本サービスの利用を希望する者（以下「利用希望者」という。）は、本規約等に同意した上
で、当社が指定する方法で、当社に対して、利用契約の締結を申し込むものとします。な
お、当社は、利用契約の締結が申し込まれた場合は、利用希望者が、本規約等に同意し
ているものとみなします。

２ 当社は、第１項に基づく利用契約の締結の申し込みについて審査を行うことがあります。
当該審査の結果、当社が利用契約の締結の申し込みを承諾しなかった場合でも、それに
よって利用希望者又は第三者に生じる損害、損失、費用、支出等（併せて以下「損害等」
という。）及び結果について、当社は責任を負わないものとします。

３ 利用契約の締結の申し込みについて、当社が当該申し込みを承諾する旨の通知が利用
希望者に到達した日に、本規約等に基づいて利用契約が成立するものとします。但し、
当社が利用契約の成立日を指定した場合は、当該指定にかかる日において利用契約が
成立するものとします。

 
第３条（変更届出）

１ 利用者は、当社に届け出た情報に変更が発生し、又は誤りがあることが判明した場合
は、直ちに、当社が指定する方法で届出事項の変更を届け出るものとします。

２ 利用者が変更の届出を行わず、又は届出が遅延したことにより利用者又は第三者に生じ
る損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとします。

 
第４条（本サービスの内容）

当社は、以下の各号に定めるサービスを提供します。なお、各サービスの詳細は当社が別途
指定するものとします。

（１）カメラマンによる当社スタジオにおける撮影
（２）カメラマンによる利用者の指定する場所における撮影
（３）前各号に付随するサービス
 
第５条（利用者の協力等）

１ 利用者は、本サービスの提供上必要な資料及び情報（併せて以下「資料等」という。）を、
当社の要請に応じて、無償で、当社に対して貸与し又は開示するものとします。

２ 利用者は、当社から撮影方法、時間その他の撮影条件を指示するよう求められた場合
は、直ちに、当該条件を指示するものとします。なお、当社は、利用者の指示した条件を
実行することについて過分の費用を要する場合、本サービス提供用設備の状況等により
引き受けることが困難である場合は、当該条件の全部又は一部を採用しないことがあり
ます。

３ 利用者は本サービス利用のために必要となる一切の措置（著作権、商標権、タレント・人
物等の肖像権・パブリシティ権、プライバシー権その他権利の利用許諾の取得及び撮
影許可の取得並びに法律、政令、省令、規則、命令及び条例（併せて以下「法令等」とい
う。）に基づく許可、届出その他の手続きが必要となる場合における当該手続を実行する
ことを含みますが、これらに限られません。）を自己の責任と負担において行うものとしま
す。

４ 利用者が、利用者の事業に関して第三者に対して損害等を与えた場合、又は第三者から
クレーム、損害賠償請求等（併せて以下「請求等」という。）がなされた場合は、利用者の
責任と負担において、当該損害等を補償し、また当該請求等を解決するものとし、当社は
責任を負わないものとします。

 
第６条（コンテンツの制作）

当社は、利用契約に従って、利用契約に定めるコンテンツ（以下「制作済みコンテンツ」とい
う。）を、納入日までに納入場所において利用者に納入します。制作済みコンテンツの内容、
納入日、納入場所、納入方法及び要件は、利用契約において定めるものとします。
 
第７条（検収）

１ 利用者は納品された写真データを確認、検査し、その合否結果を納品日から当社の3営
業日以内に当社に通知するものとします。

２ 前項の検査結果が合格であれば、その旨の通知が当社に到達したときをもって納品完了
とし、不合格であれば、不備箇所及び納品期間等につき協議の上、当社は、一回に限り、
当社が別途定める方法で修補するものとします。但し、当社は商品の再撮影については
受け付けないものとします。

３ 当社は、第１項に定める期間内に利用者から何ら通知がなされないときは、検査に合格
し、納品が完了したものとみなします。

 
第８条（危険負担）

制作済みコンテンツの検収完了前に、当社及び利用者いずれの責めにも帰すことのできな

い事由によって制作済みコンテンツが滅失・毀損した場合には、当社は制作済みコンテンツ
の納入義務を免れるものとします。
 
第９条（瑕疵担保責任）

当社は、検収完了後に制作済みコンテンツについて瑕疵があることが判明した場合でも、当
該瑕疵について責任を負わないものとします。
 
第１０条（委託）

当社は、本サービス提供に関する業務の全部又は一部を第三者に対して委託することがあ
ります。この場合、当社は、利用者の資料等及び情報を当該委託先に提供することがありま
す。
 
第１１条（禁止行為）

利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものと
します。

（１）当社又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権及びその他の権利並びに財産
を侵害する行為

（２）当社又は第三者の肖像権又はプライバシーを侵害する行為
（３）当社又は第三者に不利益又は損害等を与える行為
（４）第三者の個人情報の売買又は譲受に当たる行為
（５）当社又は第三者を不当に差別し、誹謗中傷若しくは侮辱する行為、又はこれらを助長

する行為
（６）当社若しくは第三者、又は当社若しくは第三者が提供するサービスの信用又は名誉を

毀損する行為
（７）公序良俗に違反する行為、又はそれを助長する行為
（８）公序良俗に違反する情報を表示等する行為
（９）法令等、本規約等又は当社との間の取引に関する契約に違反する行為
（10）事実に反し、又は反するおそれのある情報を表示等する行為
（11）当社又は第三者が当社の設備に蓄積した情報を不正に改竄し、又は消去する行為
（12）不正な目的をもって本サービスを利用する行為
（13）本サービスの運営に支障を与える行為
（14）前各号に定める行為を、第三者をして行わせる行為、又は第三者が前各号に定める

行為を行うことを助長する行為
（15）前各号の他、当社が不適切と判断する行為
 
第１２条（利用料金等）

１ 利用者は当社に対して、利用料金を支払うものとします。利用料金額は本規約等におい
て定めます。

２ 利用者は、当社が指定する日までに利用料金及び変更手数料を支払うものとします。な
お、支払手数料その他の費用は、利用者が負担するものとします。

３ 当社は、利用料金を理由の如何を問わず返還しないものとします。
 
第１３条（権利の帰属）

制作済みコンテンツの所有権、著作権その他の権利は検収が完了した時点で、当社から利
用者に移転するものとします。但し、制作済みコンテンツに結合され又は組み込まれたもの
で当社が利用契約締結日以前から有していたテンプレート及びノウハウ等に関する権利
は、当社に留保されるものとします。
 
第１４条（本サービスの停止）

１ 当社は、以下の各号に定める事由の何れかに該当する場合には、利用者に通知又は告知
することなく、本サービスの提供の全部又は一部を停止することができるものとします。

（１）天災地変、戦争、内乱その他の不可抗力による事態が発生した場合
（２）法令等による規制が行なわれた場合
（３）前各号のほか、当社が停止する必要があると判断した場合
２ 前項に基づき本サービスの提供の全部又は一部が停止されたことに関して利用者又は

第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとします。
 
第１５条（本サービスの変更及び廃止）

１ 当社は、本サービスの内容の全部又は一部を変更し、又は廃止することがあります。この
場合、利用契約は当該変更又は廃止に係る部分について当然に終了するものとします。

２ 前項による本サービスの変更及び廃止、並びに利用契約の全部又が一部の終了したこ
とにより、利用者又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わない
ものとします。

 
第１６条（利用者による解約）

１ 利用者は、当社に対して書面で通知することによって、利用契約を解約することができる
ものとします。但し、撮影を行った場合はこの限りではありません。

２ 利用者は、前項に基づいて利用契約を解約した場合は、利用料金とは別に、以下の各号
に定めるキャンセル料を、当社の請求に従って支払うものとします。

（１）撮影の前営業日に解約した場合：利用料金の５０％相当額
（２）撮影日当日に解約した場合：利用料金の１００％相当額
 
第１７条（サービスの利用制限等）

１ 当社は、以下の各号に定める事由の何れかに該当する場合又はそのおそれがある場合
は、利用者に対して、当該行為を中止すること、請求等を行った第三者との紛争を解決
すること、制作済みコンテンツの使用を中止することを要請し、また利用者に対する通
知、催告その他の手続きを要することなく本サービスの利用停止、利用契約の解除その
他の措置を講じることができるものとします。

（１）利用契約に違反する行為、又はそのおそれのある行為を行った場合
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（２）第三者から請求等がなされた場合
（３）利用者が当社に届け出た情報が不正又は虚偽であることが判明した場合
（４）電話、電子メールその他の連絡手段によって連絡を行うことが困難である場合
（５）利用契約若しくは当社との間で締結された契約等に違反した場合、又は利用者の表明

及び保証が不正確となる事由が発生し又は判明した場合
（６）自ら振出し又は引受をした手形・小切手が不渡りになった場合
（７）差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行を受けた場合
（８）滞納処分を受けた場合
（９）個人の利用者について、後見開始の審判を受けた場合。
（10）支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は破産手続開始、会社更生手続開始、

民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産手続きの申立てがなされた場合
（11）前各号の他、利用契約を継続することが困難となる事由が発生した場合
２ 前項各号に定める事由の何れかに該当した場合、利用者は、当社に対する金銭債務につ

いて期限の利益を喪失し、当該債務を、当社の請求に応じて、直ちに、一括して支払うも
のとします。

３ 当社は、第１項に定める措置を講じたことによって利用者に損害等が発生した場合でも
一切責任を負わないものとします。また、第１項に定める措置を講じたことによっては、
当社の利用者に対する補償請求は何ら妨げられないものとします。

 
第１８条（反社会的勢力の排除）

１ 利用者は、当社に対して、利用契約締結日において、自己、自己の取締役、監査役、執行
役員等の業務執行について重要な地位にある者（以下「役職員等」という。）、子会社・関
連会社及びそれらの役職員等、並びに出資者が、以下の各号に定める者（以下「暴力団
等」という。）に該当していないことを表明し、保証するものとします。

（１）暴力団
（２）暴力団の構成員（準構成員を含む。以下同様とする。）、又は暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者
（３）暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者である、若しくは業務執行について

重要な地位にある団体、又はこれらの団体の構成員
（４）総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体

の構成員
（５）暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
（６）前各号に準じる者
２ 利用者は、当社に対して、利用契約締結日において、自己、自己の役職員等、子会社・関

連会社及びそれらの役職員等、並びに出資者が、以下の各号のいずれにも該当していな
いことを表明し、保証するものとします。

（１）暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（２）暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
（３）自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害等を加える目的を

もってする等、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
（４）暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認めら

れる関係を有すること
（５）暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
（６）前各号に準じる関係を有すること
３ 利用者は、自ら又は第三者をして以下の各号に定める行為及びそれらのおそれのある行

為を行わないことを誓約するものとします。
（１）暴力的な要求行為
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為
（３）脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
（４）風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害

する行為
（５）方法及び態様の如何を問わず暴力団等と関与する行為
（６）前各号に準じる行為
４ 当社は、利用者の取引先（取引が数次にわたる場合は、そのすべてを含む。以下同様とす

る。）が暴力団等であること、若しくは第２項各号に定める関係を有していること、又は利
用者の取引先が第３項に定める行為を行ったことが判明した場合は、当該取引先との契
約の解除その他の反社会的勢力の排除のために必要となる措置を講じることを要請す
ることができるものとし、利用者は当該措置を講じることを誓約するものとします。

５ 当社は、①第１項及び第２項に規定する表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確とな
る事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、又は②第
３項及び第４項に規定する誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、通
知、催告その他の手続きを要することなく、直ちに、利用者と締結した全ての契約を解除
することができるものとします。

６ 当社は、当社が本条に基づいて契約を解除したことによって利用者に損害等が発生した
場合でも一切責任を負わないものとします。また、本条に基づいて契約を解除したことに
よっては、当社の利用者に対する補償請求は何ら妨げられないものとします。

 
第１９条（補償）

１ 当社は、本サービスの利用に関して、当社の故意又は過失によって利用契約に違反した
ことにより利用者に損害等が発生した場合は、当該損害等の発生日までに支払われた
利用料の合計額を上限額として当該損害等を補償するものとします。

２ 利用契約に関して、利用者が故意又は過失によって利用契約に違反したことにより当社
に損害等が発生した場合は、利用者は、当該損害等を補償するものとします。

 
第２０条（免責事項）

以下の各号に定める事由、又はこれらの事由に起因し若しくは関連して利用者又は第三者
に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わないものとします。

（１）利用者の売上及び利益並びに顧客数の増減
（２）利用者の事業運営に関する一切の事項
（３）利用契約に関連して当社が利用者に納入、貸与又は提供する情報及び制作コンテンツ

の継続的な提供、完全性、適法性、第三者の権利の非侵害性又は侵害可能性、商業利
用可能性、特定の目的への適合性その他一切の事項（制作コンテンツが利用者の期待
する品質と異なることを含みます。）

（４）本サービスの継続的な提供、完全性、適法性、商業利用可能性、特定の目的への適合

性その他の一切の事項
（５）前各号のほか、当社の責めに帰すべき事由によらないで生じる事項
 
第２１条（秘密保持）

当社は、本サービスの提供に関して利用者から秘密である旨を明示して開示された利用者
の営業秘密として管理されている情報を、本サービスの提供のために必要となる場合を除
いて利用しないものとします。
 
第２２条（公表）

当社は、利用者に対して通知することにより、制作済みコンテンツの一部及び利用者名を、
当社及び当社の提携先のウェブサイト等において制作事例として掲載することができるも
のとします。
 
第２３条（権利譲渡等の禁止）

利用者は、利用契約上の地位並びに利用契約に基づく当社に対する権利及び義務の全部
又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は一切処分してはならないものとします。
 
第２４条（本規約等の変更）

１ 当社は本規約等を変更することがあります。この場合、当社は、書面の送付、電子メール
の送信、ウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法によりその内容を告
知します。当社が、変更後の本規約等をウェブサイトにおいて掲載した時点、又は書面若
しくは電子メールが利用者に到達した時点で、変更後の本規約等が効力を生じるものと
し、利用者は、変更後の本規約等に従うものとします。但し、当社が変更後の本規約等の
効力発生日を指定した場合は、当該指定にかかる日において変更の効力が生じるものと
します。

２ 本条に基づく本規約等の変更により、利用者又は第三者に生じる損害等及び結果につ
いて、当社は責任を負わないものとします。

 
第２５条（存続条項）

第５条第３項及び第４項、第８条、第９条、第１２条、第１３条、第１４条第２項、第１５条
第２項、第１６条第２項、第１７条第２項及び第３項、第１８条第６項、第１９条乃至第２３
条、第２４条第２項、第２５条並びに第２６条は、利用契約が理由の如何を問わず終了した
場合でも有効に存続するものとします。但し、当社が第１８条に基づいて利用契約を解除し
た場合は、当社は利用者又は第三者に生じる損害等及び結果について、当社は責任を負わ
ないものとし、かつ、利用者に対して何ら義務を負わないものとします。
 
第２６条（裁判管轄）

利用契約に関する利用者と当社との間において生じる一切の紛争の解決については、その
訴額に応じて京都簡易裁判所又は京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。
 

（附則）
本規約は、平成30年6月1日から施行します。


